
●第２期津市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るＫＰＩの内容について 資料５－２

基本目標①　出会い・結婚・出産・子育てしやすい環境づくり

具体的な施策
重要業績
評価指標

（KPI)
内容

(1)　出会い・
　　結婚

ア：出会いの場の創出と情
　　報発信

津市主催及び津市少子化対策地
域支援活動事業による結婚支援イ
ベントの参加者数

健康福祉部 子育て推進課

●津市主催による結婚支援イベント（津市出会い応援事業プロジェクトチーム）
　津市役所の若手職員から公募により津市出会い応援事業プロジェクトチームを設置し、庁内横断型の連携
体制を構築し、職員自ら独身男女の出会いの場の創出に関する事業の企画立案及びイベントを実施していま
す。

●津市少子化対策地域支援活動事業
　結婚、妊娠、出産及び子育ての各段階に応じた支援を切れ目なく行うことにより、地域における少子化対策
の充実を図るため、市内に活動拠点を有する民間団体から地域の実情に応じた少子化対策や子育て支援に
関する事業の企画を広く募集し、創意工夫のある優秀な企画を提案した民間団体の事業に対して補助を行っ
ています。
　平成28年度からは、結婚に至るまでの段階における支援に着目し、市内に活動拠点を有する団体が実施す
る、結婚を希望する独身男女に出会いの場を提供する事業、結婚しやすい環境づくりに関する事業、独身男
女の出会いをサポートする事業などの、地域の実情に応じた結婚に対する取り組みについて募集し、創意工
夫のある優秀な企画を提案した団体の事業に対して補助を行うこととしています。

ア：妊娠・出産から子育て
　　へと途切れのない支援

乳児家庭全戸訪問（赤ちゃん訪
問）実施率

健康福祉部 健康づくり課

イ：不妊治療を受けやすい
　　環境の整備

不妊治療費助成件数
商工観光部
健康福祉部

商業振興労政課
保険医療助成課

●不妊治療費助成
　不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授
精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を三重県と津市が助成しています。

ウ：中学生からの若年層を
　　対象にした妊娠・出産に
　　関する医学的知見を踏
　　まえた知識等の普及啓
　　発

講演の受講生徒数 教育委員会 教育研究支援課

●思春期ライフプラン教育事業実
①目的
子どもたちを取り巻く家庭環境や社会環境の変化は、性に関する意識や価値観の多様化など様々な影響を及
ぼしています。本事業は、産婦人科医や助産師などの専門家を中学校及び義務教育学校に派遣し、思春期
の生徒等を対象に保健指導等を実施することで自己肯定感を高め、思春期からの性や妊娠、出産の適齢期
及び不妊に関する正しい知識の普及を進め、母性、父性の涵養と家族観の醸成を図ることを目的としていま
す。
②事業内容
学校が実施する生徒等を対象にした授業等に、産婦人科医や助産師などの専門家を派遣
⑴内容
　ア　性に関する正しい知識について
　イ　命の大切さについて
　ウ　将来のライフプランについて　等
⑵講師
　　　産婦人科医や助産師及び上記「⑴　内容」について指導を行える有識者
⑶実施対象
　　　市内　中学校及び義務教育学校　20校（分校は含まず）

ア：幼保連携型認定こども
　　園の整備

公立の幼保連携型認定こども園の
整備

健康福祉部
教育委員会

子育て推進課
学校教育課

イ：世代を超えた交流の場
　　づくり

ふれあいいきいきサロン参加人数 健康福祉部
地域包括ケア

推進室

●介護予防・日常生活支援総合事業
　高齢者がいつまでも地域で自立した生活を送れるよう、地域社会全体で介護予防を支援する取り組みです。
要支援の人などが利用できる 「介護予防・生活支援サービス事業」 と 65歳以上のすべての人が利用できる
「一般介護予防事業」があります。

●ふれあいいきいきサロン
　一般介護予防事業の一つで誰もが楽しく気軽に参加できる地域の居場所で、内容はおしゃべりやレクリエー
ション、健康体操、講演会などさまざまですが、交流や介護予防、地域のつながりづくりの場となっています
（津市社会福祉協議会委託事業）。

ウ：子育てを支援する公園
　　の整備

中勢グリーンパークの整備面積 建設部 建設整備課

エ：保護者のニーズに則し
　　た子育て支援の充実

子育て支援コーディネーターの配
置箇所数

健康福祉部 子育て推進課

●子育て世代包括⽀援センター
　子育て世代包括⽀援センターは、⼦育てに関する切れ目ない支援を行うための総合相談窓⼝です。市内15
箇所の子育て世代包括⽀援センターにて、保健師・助産師・保育士が、妊娠前から子育て期の不安や悩みを
お聞きし、地域の専門機関と連携し、一人一人に合った情報・サービス・場所などをご提案します。
※基本型（子育て支援センター）〔5箇所〕、母子保健型（保健センター）〔10箇所〕

●子育て支援センター
　0歳から就学前（主に未就園児）の子どもを対象に、子育て中の親と子が気軽に集い、相互交流や子育ての
不安・悩みについて相談をしていただける場です。津市の子育て支援センターは、公立・私立保育所などで16
箇所（令和3年4月1日現在）開設しています。
※公立8箇所（公立8箇所のうち5箇所に子育て支援コーディネーターを配置＝基本型（⼦育て支援センター）
〔5箇所〕）、私立8箇所

●子育て支援コーディネーター（４人が再任用で、１人はもと再任用、現在会計年度任用職員）
　公立8箇所のうち５箇所の子育て支援センターでは、「子育て支援コーディネーター」が常駐しており、子ども
や⼦育てに関する困りごと、悩みごとを聴いて、一人一人に応じた子育て支援の情報をお伝えしたり、子育て
支援サービスの利用をサポートする、利用者支援事業を行っています。

オ：配慮が必要な子ども・
　　家庭への相談・支援
　　体制の充実

家庭児童相談の受付件数 健康福祉部 こども支援課

カ：幼児教育・保育の環境
　　の充実

待機児童数（各年４月１日時点）
健康福祉部
教育委員会

子育て推進課
学校教育課

キ：就学前教育の充実
幼稚園における１クラス１０人以下
の学級数の縮小

教育委員会
健康福祉部

学校教育課
子育て推進課

放課後児童クラブに係る整備指針
に基づく施設整備数

教育委員会 生涯学習課

●放課後児童クラブに係る整備指針（抜粋）
＜放課後児童クラブの役割＞放課後児童クラブは、これまで保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を
対象にして、放課後等に安全で安心して過ごせる適切な遊び及び生活の場を与え、児童の状況や発達段階
を踏まえながら、その健全な育成を図る役割を担ってきました。
　近年、小学校児童が減少する一方で、放課後児童クラブの利用者は年々増加傾向にあり、利用者の要望・
期待に応えていく必要があります。
　今後は、狭あい化や老朽化に伴う児童の居住環境の改善や、働く保護者の支援に加え、放課後子ども教室
など新たな取組や他の子ども・子育て支援機能、生涯学習機能、小学校との連携に対する検討も求められて
います。

●施設整備数（8箇所）
＜H30：3施設＞
　①一志東放課後児童クラブアドバンスキッズくらぶ
　②新町地区放課後児童クラブわかば会
　③観音寺地区放課後児童クラブどんぐり会
＜R1：3施設＞
　④上野放課後児童クラブ上野どんぐり会（第2期総合戦略の策定時にはH30に完成予定であったものの工期
延長によりR1となった）
　⑤大里地区放課後児童クラブびーだまクラブ
　⑥北立誠地区放課後児童クラブたつの子会　のこ
＜R2：2施設＞
　⑦椋本地区放課後児童クラブ芸濃ＫＩＤＳ２番地
　⑧椋本地区放課後児童クラブ芸濃ＫＩＤＳ３番地

放課後児童クラブの受入れ児童数 教育委員会 生涯学習課

ケ：子どもたちの学力向上
　　と安全の確保に向けた
　　小中学校及び義務
　　教育学校の教育環境の
　　充実

全国学力・学習状況調査において
全国平均を上回る教科数（小中学
校合算）

教育委員会 教育研究支援課

コ：ワーク・ライフ・バランス
　　（仕事と生活の調和）の
　　推進

事業所訪問による啓発 市民部 男女共同参画室

ク：放課後児童クラブの充
　　実

(2)　妊娠・
　　出産

部局

(3)　子育て

施策分野
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●第２期津市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るＫＰＩの内容について

基本目標②　産業振興、企業立地等による安定した雇用の創出・拡大

具体的な施策
重要業績
評価指標

（KPI)
内容

ア：企業の人材育成・確保
　　に向けた支援

人材育成事業による支援企業数 商工観光部 経営支援課

イ：企業の自動化・制御技
　　術、先端技術の導入、
　　高度化に対する生産性
　　向上支援

生産性向上促進事業による支援
企業数

商工観光部 経営支援課

ウ：ビジネスサポートセン
　　ターの機能強化と企業
　　支援の充実

ビジネスサポートセンターにおける
相談件数

商工観光部 経営支援課

つ・環境フェスタ出展団体数 環境政策課

つ・環境フェスタ来場者数 環境政策課

オ：起業・創業に向けた支
　　援

市及び関係機関の支援による創
業件数

商工観光部 経営支援課

カ：事業承継に対する支援 事業承継相談件数 商工観光部 経営支援課

キ：農林水産業における新
　　規就業者の確保・定着
　　支援

新規就農者数 農林水産部 農林水産政策課

ク：農地集積・集約化の促
　　進

農地集積率 農林水産部 農林水産政策課

●農地集積率
　地権者と耕作者との直接の貸借契約と、県の外郭団体である中間管理機構を介した貸借契約により、農地
の集積（農地を所有し、又は借り入れることなどにより利用する農地面積を拡大すること）を行うことを農地集
積と言い、このように農地集積した面積を、本市全体の農地面積で除したものを農地集積率と言います。
※農地集積率（％）＝農地集積面積÷農地面積×１００
※R2：3,598.99ha÷7,672.90ha×100＝46.9%

ケ：地域農産物、水産物、
　　木材を活かした新商品
　　の開発、６次産業化の
　　促進

本市の支援による新たな開発商品
数

農林水産部
農林水産政策課

林業振興室
水産振興室

●本市の支援による新たな開発商品
　栗真町屋地区の荒廃農地再生団体である「町屋百菜」が、津市の農地復元に関する補助金や６次産業化支

援に関する補助金※１などを受け、荒廃農地を再生し、栽培したサツマイモ「町屋芋※２」を使用した本格芋焼酎

「百菜※３」を新商品として開発しました。
※１　６次産業化支援に関する補助金（新規農林水産業ビジネスチャレンジ支援事業）の支援を受けて開発さ
れた新商品（平成28年度から令和元年度）
・美里在来大豆を利用した黄な粉、納豆
・小女子せんべい
・ピクルス
・ヨモギパウダー
・米粉フィナンシェ
・スギタケ入りあられ
・ブルーベリーを活用した洋菓子
※２　町屋芋　荒廃地を再生し、三重大学の助言により町屋の土壌を活かして地域住民が栽培したサツマイモ
※３　百菜　 　町屋芋を使用し長崎の酒造会社で醸造した本格焼酎

コ：農業・農村の多面的機
　　能の維持・発揮等によ
　　る農山漁村の活性化

経営耕地面積に占める農地維持
支払制度取組面積割合

農林水産部
農林水産政策課
農業基盤整備課

●経営耕地面積に占める農地維持支払制度取組面積割合
　国庫事業である多面的機能支払交付金のなかの一つの制度である農地維持支払交付金を活用して、農地
維持活動を行う地域活動組織（118組織（Ｒ3.9末））が、農用地、水路、農道、ため池等の草刈り、泥上げ、路
面の維持管理を行う面積の、本市全体の農地面積（経営耕地面積）における割合のことを言います。
※R2：373,102a÷575,466a×100=64.8%

●（国庫事業）多面的機能支払交付金
　農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有してお
り、その利益は広く国民が享受しています。近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落
機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあることか
ら、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行うことで、地域
資源の適切な保全管理を推進します。
　多面的機能支払交付金は、①農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動・
農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等の多面的機能を支える共同活動を支
援する「農地維持支払交付金」と②地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援する
「資源向上支払交付金」により構成されています。

ア　民間未利用地等を活
　　用した企業誘致の推進

市内の民間未利用地等への企業
誘致件数

商工観光部 企業誘致課

イ：多様な業種の集積と魅
　　力ある雇用環境の創出
　　を目指した企業立地の
　　展開

津地域産業活性化基本計画や津市
企業立地促進条例、及びアジア№１
航空宇宙産業クラスター形成特区で
集積を目指している業種（食料品、プ
ラスチック製品、窯業・土石製品、金
属製品、はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具、電子部品・
デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機器、輸送用機械器具の各
製造業、航空宇宙産業）に係る企業
の立地件数

商工観光部 企業誘致課

　本市の公的工業団地等に進出する企業等に対して、用地の取得費相当額や産業業務施設・工場等の固定
資産税相当額を奨励金として交付することなどを通じた企業誘致の推進を行っており、特に左記業種の誘致
に対しては、より有利な奨励制度を設けることで当該業種の企業立地の促進を図っています。

(1)　産業振興
　　の推進

第２期総合戦略

部局

(2)　企業立地
　　の促進

環境部
エ：環境意識の高揚と再生
　　可能エネルギー等の導
　　入促進

施策分野

●つ・環境フェスタ
　津市民、事業者及び行政の参画、協働のもと、環境と共生した地域社会の実現を目指し、市民の環境に対
する意識の高揚をはじめ、ごみの減量化、リサイクル資源化や環境保全活動及び地球温暖化対策など環境
に対する市民の自主的、主体的な取組の広がりと事業者の再生可能エネルギー等に対する取組の促進及び
地域資源の活用による経済効果を図るため、企業や団体等が集い「つ・環境フェスタ」を開催しています。

●津市中小企業振興事業補助金
　市内の中小企業者の経営基盤強化及び地域経済の活性化を図るため、①人材の育成＜通常枠・新型コロ
ナウイルス感染症対応枠＞、②展示会等への出展＜通常枠・新型コロナウイルス感染症対応枠＞、③新商
品等の開発、④生産性向上設備の導入等に要する費用の一部を補助します。

●人材育成支援事業補助金
①補助対象事業：研修会の開催又は研修会への参加
②交付対象経費
＜通常枠＞
　事業所内で研修会を開催又は外部研修会に参加、講師料及び講師の旅費、会場借上料、教材費、受講料、
旅費
＜新型コロナウイルス感染症対応枠＞
　オンライン研修会に参加、受講料、教材費
③補助金額 補助対象経費の合計額の１／２以内で、同一の補助事業者当たり１０万円以内

●生産性向上設備支援事業補助金
①補助対象事業：生産等設備の改良及び設備投資
②交付対象経費：機械工具費、外注加工費、技術導入提携費
③補助金額 補助対象経費の合計額の２／３以内で、同一の補助事業者当たり１００万円以内
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●第２期津市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るＫＰＩの内容について

基本目標③　定住・還流・移住などによる新たなひとの流れの創出

具体的な施策
重要業績
評価指標

（KPI)
内容

ア：市内在学の高校生・大
　　学生等の市内企業への
　　就職の促進

ふるさと就職新生活応援奨励金受
給者数

商工観光部 商業振興労政課

●ふるさと就職新生活応援奨励金
①概要
　津市への定住促進や商業振興、経済の活性化を目的として、市外在住の人が市内の企業等へ就職が内定
し、雇用されることに伴い、津市内に転入した場合、新生活を始める際に掛かる費用の一部として就職祝金を
交付します。
②対象者
　以下のいずれかの条件を満たす人で、本市に主たる事務所（本社・本店）を有する企業・医療法人・社会福
祉法人および学校法人（以下、「企業等」）へ常時雇用される労働者として雇用される人
1. 現在、津市外に住所を有する人で、津市内の企業等へ就職し、かつ津市へ転入（住民登録）した人
2. 津市外に住所を有した人が、高校、大学などの教育機関等へ進学するために津市に転入（住民登録）した
人で、卒業後、津市内の企業等へ就職した人
③交付額
　1人あたり5万円

シルバー人材センター登録会員数 健康福祉部 高齢福祉課

シルバー人材センター契約件数 健康福祉部 高齢福祉課

福祉施設利用者の一般就労への
移行者数

健康福祉部 障がい福祉課

ウ：コンパクトで快適な賑わ
　　いのあるまちづくりの推
　　進

居住誘導区域内の人口密度 都市計画部 都市政策課

●居住誘導区域
　人口密度を維持することにより、生活サービスを持続的に確保していく区域のことを言います。
　人口減少・少子高齢化が進展する中においても、一定の生活サービスが提供可能な施設確保が重要である
とともに、地域コミュニティが持続的に確保されることが重要となります。そのためには、人口密度を維持する
ための居住の誘導が必要となります。本市における居住誘導区域は、生活サービスやコミュニティが持続的に
確保され、住民が安全・安心に居住できるとともに、公共交通にアクセスしやすい地域に設定することとしま
す。

公共交通全体の利用者数 都市計画部 交通政策課

モビリティマネジメントや利用促進
イベント等実施数

都市計画部 交通政策課

津市道路整備計画による路線（33
路線）の整備

建設部 建設整備課

津市橋梁長寿命化修繕計画策定
に基づく橋梁（2m以上、全2,253
橋）の２回目の法点検

建設部 建設整備課

津市橋梁長寿命化修繕計画によ
る橋梁（2m以上、全2,209橋）の修
繕

建設部 建設整備課

津市舗装維持管理修繕計画によ
る道路舗装（全長160㎞）の修繕

建設部 建設整備課

カ：住みたくなるような魅力
　　ある住環境の形成

緑化・美化に取り組む団体数 都市計画部 都市政策課

ア：都市圏等の大学に進学
　　した学生の市内企業へ
　　のＵＩＪターン就職の促
　　進

ふるさと就職活動応援奨励金受給
者数

商工観光部 商業振興労政課

●ふるさと就職活動応援奨励金
①概要
　津市への定住促進や商業振興、経済活性化を目的として、県外に住む津市出身者が、市内の企業等への
就職活動を行った際に掛かった交通費の一部を奨励金として交付します。
②対象者
　以下の全てに該当する人が奨励金交付の対象となります。
1. 津市出身者
2. 津市の区域内に主たる事務所（本社・本店）を有する企業、医療法人、社会福祉法人および学校法人への
就職を希望し、津市内で就職活動を行う人
3. 常時雇用される労働者となることを希望して就職活動を行う人
③交付額
　居住地の都道府県に応じて3千円～3万円。同一年度において1人1回まで

イ：市外就労者の市内企業
　　等への就職の促進

地方創生移住支援事業交付申請
人数

商工観光部 商業振興労政課

●地方創生移住支援事業
　東京23区に住んでいる人、また東京圏に住みながら東京23区に通勤している人が、三重県が運営する就労
マッチングサイトに掲載された求人を利用して就業し、津市に移住した場合に、移住された人またその世帯に、
津市移住支援補助金を交付します。
※交付額　単身の場合：60万円、世帯の場合：100万円

ウ：市内の大学へ入学
　　した学生の津市への
　　愛着心の醸成

地域の各種イベント・ボランティア
活動等の取組に参画する学生数

三重短期大
学

学生部

ア：様々な移住ニーズに対
　　応できる移住相談体制
　　の充実

移住相談件数
都市計画部
美杉総合支

所

都市政策課
地域振興課

イ：プロモーションビデオ、
　　パンフレット等による移
　　住促進に向けた情報発
　　信・ＰＲ

ホームページにおけるプロモーショ
ンビデオ再生数

政策財務部 広報課

ウ：関係人口の創出・拡大
関東圏シティプロモーションイベン
トの1日当たりの平均来場者数

政策財務部 東京事務所

エ：家庭菜園などの余暇の
　　楽しみ方を絡めた“いな
　　か暮らし体験”の利用
　　促進

美杉の魅力発見塾利用者数
美杉総合支

所
地域振興課

●美杉の魅力発見塾
　美杉地域における豊かな自然と歴史資源、地域・民間活力を活用し、都市住民に宿泊・農作業体験・自然散
策などの田舎暮らしを体験させることにより、定住へと繋げることを目指し、地域の活性化・津市の元気づくり
の推進を図ることを目的としています。美杉地内で空き家を再生して経営している宿泊施設「たろっと三国屋」
に委託を行い、事業を実施しています。

空き家情報バンクにおける登録物
件件数（全域拡大後累計）

都市計画部
美杉総合支

所

都市政策課
地域振興課

空き家情報バンクにおける媒介成
立件数

都市計画部
美杉総合支

所

都市政策課
地域振興課

観光ボランティア案内人数 商工観光部 観光振興課

観光レクリエーション入込客数推
計

商工観光部 観光振興課

●観光レクリエーション入込客数
　その者の居住地が観光地の範囲の中か外か、あるいは移動距離が長いか短いかに関係なく、主として慰
安、行楽、保健、休養、見学、研究、神仏詣、新婚旅行、海水浴、祭り、ゴルフ、○○狩り、釣り、登山、レクリ
エーション等の目的で観光地に入り込んだ者を言います。

(1)　定住
　　の促進

第２期総合戦略

施策分野
部局

イ：高齢者や障がい者の就
　　労支援

エ：公共交通の充実

オ：道路ネットワークの整備
　　とインフラの適正管理に
　　よる安全・安心の確保

(2)　還流
　　の促進

オ：空き家情報バンクへの
　　登録と住宅情報の提供
　　の充実

ア：外国人も含めた観光客
　　増加に向けた取組の促
　　進

(3)　移住
　　の促進

(4)　人々が
　　行き交う
    津づくり
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●第２期津市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るＫＰＩの内容について

具体的な施策
重要業績
評価指標

（KPI)
内容

第２期総合戦略

施策分野
部局

イ：ＭＩＣＥの誘致活動の促
　　進

会議、研修会、イベント等の開催数
政策財務部
商工観光部

広報課
観光振興課

全国規模のスポーツ大会の誘致
スポーツ文化

振興部
スポーツ振興課

1大会で延べ500人以上の来場が
見込めるスポーツ大会の開催数

スポーツ文化
振興部

スポーツ振興課

スポーツイベント開催による集客
人数

スポーツ文化
振興部

スポーツ振興課

エ：2020年東京オリンピッ
　　ク・パラリンピックなど
　　を契機としたスポーツ・
　　健康まちづくりの推進

スポーツ教室の参加人数
※市又はスポーツ協会主催

スポーツ文化
振興部

スポーツ振興課

オ：ボートレース事業の活
 　　性化

本場入場者数
ボートレース

事業部
経営管理課

カ：商店街の賑わいの創出 商店街における新規店舗開店数 商工観光部 商業振興労政課

ウ：津市産業・スポーツセン
　　ターなどの施設を活か
　　したスポーツ交流の
　　促進

(4)　人々が
　　行き交う
    津づくり
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●第２期津市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係るＫＰＩの内容について

基本目標④　人と人が繋がった暮らしやすい地域づくり

具体的な施策
重要業績
評価指標

（KPI)
内容

ア：医療・福祉・介護の連携
　　による地域包括ケアシ
　　ステムの確立

地域ケア会議の開催数 健康福祉部
地域包括ケア

推進室

定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所の整備数

健康福祉部 介護保険課

小規模多機能型居宅介護事業所
の整備数

健康福祉部 介護保険課

ウ：無医地区の解消 無医地区の数 健康福祉部 地域医療推進室

●無医地区
　医療機関のない地域で当該地域の中心的な場所を起点として、概ね半径４ｋｍの区域内に５０人以上居住し
ている地区かつ容易に医療機関を利用することができない地域のことを言います。
　なお、本市においては美杉地域の太郎生地区が無医地区となっています。

エ：高齢者の自立支援に
　　つながるケアプランの
　　実現

医療介護連携情報共有システム
研究会の開催数

健康福祉部
地域包括ケア

推進室

●医療介護連携情報共有システム
　要介護高齢者等を対象とした、津市独自の高齢者の自立支援・重度化防止に資する医療介護連係情報共
有システムで、パソコンやスマホ、タブレットを用いて、医師の管理のもと、関係機関が加入できる仕組みとなっ
ています。
　患者の診療状況や服薬管理などの情報を登録し、かかりつけ医や薬剤師、ケアマネージャー等の多職種間
で、最新の情報が簡単に確認・共有できるシステムとなっており、これらの情報を活用し、患者の最適なケアプ
ラン等の作成を行うことができます。

ア：地域コミュニティの充実
会館・市民センター・集会所・公民
館等の利用人数（1施設当たりの
平均）

市民部
教育委員会

市民交流課
生涯学習課
人権教育課

イ：安心で安定した給水の
　　確保

重要施設に接続する耐震適合性
のある管路延長

上下水道事
業局

水道工務課

●重要施設に接続する耐震適合性のある管路延長
　災害拠点病院、避難所、防災拠点及び水道施設などの重要（給水）施設に供給する重要管路への耐震性能
を有する管路延長を言います。
　平成30年度実績の21.8ｋｍは、重要施設に接続する耐震適合性のある管路延長の中でも、最も重要（影響
が大きい）な管路である基幹管路の整備済延長を示しています。

※水道管路（重要管路+その他の管理）…導水管、送水管、配水管（配水本管、配水支管）、給水管
※重要管路…災害拠点病院、避難所、防災拠点及び水道施設などの重要給水施設に供給する管路、導水
管、送水管、配水管（配水本管、配水支管）
※その他管路…重要管路以外の管路
※基幹管路（重要管路の中でも最も重要な管路）…導水管、送水管、配水本管

ウ：生活排水処理対策と治
　　水対策の総合的な推進

汚水処理施設整備人口
上下水道事

業局
下水道工務

課

●汚水処理施設整備人口
　住民基本台帳に対して、生活排水処理施設による処理可能な地域の居住人口（各家庭で宅内配管を行えば
利用できる人口）の割合のことを言います。

1日1人当たりのごみ排出量 環境部 環境政策課

ごみのリサイクル率 環境部 環境政策課

オ：公共施設等総合管理計
　　画に基づく公共施設の
　　老朽化対策

公共施設等総合管理計画に基づく
エリア再編数

政策財務部 財産管理課

カ：消防団の充実強化 消防団員数 消防本部
消防団統括

室

日本語教室参加者数（受講者及び
ボランティア）

市民部 市民交流課

在留外国人窓口相談件数 市民部 市民交流課

ク：地域課題の自立した取
　　組や持続可能な活動に
　　向けた支援

地域住民が主体的に地域で実施
する事業を決める仕組みの構築数

市民部 地域連携課

交流拠点づくり 総合支所 地域振興課

交流のためのイベント開催数 総合支所 地域振興課

ケ：小学校の廃校跡地等を
　　活用した交流拠点づくり

キ：外国人を含めた地域住
　　民の顔が見えるコミュニ
　　ティの形成

エ：自然環境の保全と循環
　　型社会の形成(2)  安全で安

　心して暮ら
　せる地域づ

　くり

第２期総合戦略

施策分野
部局

(1)　地域福祉
　の充実

イ：地域密着型サービスの
　　充実

●津市地域密着型サービス事業者
①目的
　要支援 ・要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心し生活を送れるよう地域密着型サービス
の整備を進めていくため、応募事業者の中から事業計画を審査し、津市が指定を行う事業予定者を選定しま
す。
②募集を行うサービスの種類
　・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　・小規模多機能型居宅介護
　・認知症対応型通所介護 （単独型）
　・看護小規模多機能型居宅介

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問が受けられる24時間対応の訪問サービスです。
なお通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。

●小規模多機能型居宅介護
　小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に
受けられる通い・訪問・泊まりなどを組み合わせた複合的なサービスです。
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